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２ 基本構想 

１  まちづくりの理念（基本理念）（案）  

 本町ではこれまで、新たな社会環境の変化や地域課題に対応した、将来に向けて持続可能なまちを

めざしてきました。総合計画の計画期間は 10 年間でありますが、まちづくりの理念や将来像は、さら

に長い周期で考えられるべきものであり、計画の度に方向性が大きく変わるものではありません。そ

のため、６次総における理念についても、これまでの施策方針を継承しつつ、より一層魅力のあるまち

づくりを進める必要があります。 

 そこで、６次総に掲げる理念は、５次総で掲げた「“個性”を活かし“調和”を大切にしたまちづくり」

の精神を継承することとします。 

また、まち・ひと・しごと創生の趣旨を踏まえ、住民と行政がそれぞれの役割を担い、互いに尊重・

理解し、高め合い、補い合うことで町全体に“やすらぎ”を醸し出し、心も生活も豊かな居心地の良いま

ちを目指すため、「『豊かさ』と『やすらぎ』のあるまちづくり」をこれから進めるまちづくりの理念

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“個性”を活かし“調和”を大切にしたまちづくり 

 

“調和”を大切にしたまちづくり 

 

町民憲章の精神をふまえ、自然環境と調和のとれた岐阜都市圏の一翼を

担う生活文化都市をめざすとともに、町民が手をつなぎ共に築く人間味

豊かなふれあいを大切にするまちづくり 

 

３次総 

４次総 

５次総 

“個性”を活かし“調和”を大切にした 

『豊かさ』と『やすらぎ』のあるまちづくり 

 

６次総 
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２  まちづくりの将来像（案）  

（１）将来像  

将来像 計画期間 

清流木曽川に抱かれた住みよい豊かな商工業都市 昭和 50 年度～昭和 59年度 

清流木曽川にいだかれこころ豊かな連帯社会 昭和 56 年度～平成 2 年度 

木曽の清流にいだかれた個性豊かな生活文化都市 

人・自然・文化の調和～“静”から“動”へのプロローグ～ 
平成 3 年度～平成 12 年度 

清流木曽川に抱かれた個性豊かな生活文化都市 

～にぎわいが育む きらめく未来～ 
平成 13 年度～平成 22年度 

清流木曽川に抱かれた 

“ひと・まち・自然”輝く創造文化都市 
平成 23 年度～令和 2 年度 

 

 
令和 3 年度～令和１2 年度 

【将来像（案）】 

案① 清流木曽川に抱かれた 

“ひと・まち・自然”輝く 魅力創造文化都市 

案② 清流木曽川に抱かれた 

“ひと・まち・自然”輝く 『豊かさ』と『やすらぎ』のある創造文化都市 

案③ 清流木曽川に抱かれた 

『豊かさ』と『やすらぎ』あふれる創造文化都市 

案④ 清流木曽川に抱かれた 

“魅力”あふれる 『豊かさ』『やすらぎ』創造文化都市 

案⑤ 清流木曽川に抱かれた 

令和に光り輝く創造文化都市 

（２）目指すべき将来の方向性  

  

○ ベッドタウンとしての住みやすさの向上と働く場の創出 

○ 交通の利を活かした交流とにぎわいの創出 

○ 町民の結婚、出産や子育ての希望をかなえられる環境の確立 

○ 笠松町に生まれ育つことに誇りが持てる意識の醸成 

○ すべての世代が明るく元気に暮らせる安心・安全な生活環境の整備 

○ 医療・福祉の充実により生涯にわたって健康にすごせる環境の確保  

今後１０年のまちづくりの将来像 
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３  将来人口（人口ビジョン）  

（１）総人口の設定  

 全国的に本格的な人口減少社会を迎えている中、本町においても人口の減少が予測されて

います。 

人口ビジョンにおける目標年次（令和１２年度）の人口は２１，８５０人ですが、本町の

将来人口は、町の魅力を高める施策の実施により、人口の減少をゆるやかにすることとし、

目標年次（令和１２年度）の総人口を２２，０００人とします。 

 

 

 

 

 

 

（２）年齢階層別人口の設定  

 

社会的要因などを背景に、全ての年齢層において人口は減少していくことが予測されます。 

しかしながら、本町の全人口における各年齢層の割合は、少子高齢化社会の中においても

2015 年度（平成 27 年度）の割合を維持していくものとし、目標年次の年齢 3 区分別の人

口を次のとおりとします。 
 

 2015 年度 

(平成 27 年度) 

2030 年度 

（令和 12 年度） 

総 人 口 22,７５０人  2２，０００人  

年 少 人 口 3,１１8 人  ３,００７人  

生産年齢人口 1３,４２３人  1３,０２４人  

老 年 人 口 ６,１５７人  ５,９６９人  

資料：平成２７年国勢調査 

（年齢不詳人口を含んでいるため、平成２７年度の合計は内訳の合計と一致しません。） 

  

２２，０００人 
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４  土地利用構想  

（１）土地利用の基本方針  

土地利用にあたっては、本町の自然環境や歴史文化をはじめ、生活、産業、観光、住民の

個性等、町の魅力を最大限に発揮し、快適に生活できる利便性を備えた空間を目指すため

に、次の視点を重視し、地域の活力と住民生活の向上に努めていきます。 

 

 

 

 

（２）利用区分別土地利用の考え方  

基本方針で示したそれぞれの方向性を踏まえた上で、利用区分別の土地利用について次のとおり推

進します。 

住居系 

定住者を維持・増加させていくため、公共交通や道路、下水道などの生活基盤

の充実を進めます。また、公園や緑地などの整備を通じて、緑豊かで居心地の良

い生活空間の形成を推進します。 

商業系 

自然環境や歴史文化などの地域資源を活かし、町内外の人々が、気軽に集える

場の創出を図ります。また、日常の買い物需要に対応した商業機能の充実により、

利便性の高い、快適な生活環境の向上を推進します。 

産業・流通系 
既存産業の発展を図りながら、周辺環境と調和した土地利用を推進します。ま

た、幹線道路など、広域的な交通条件の良さを活かした土地利用を推進します。 

農業系 
 遊水機能や緑地機能など、農地の持つ多面的な機能を活かすとともに、優良農

地としての機能保全を推進します。 

水辺系 
 河川空間を活かした憩いの場の創設を推進し、町内外から様々な人が集まる自

然と調和した土地利用を推進します。 

  

・自然環境や歴史文化などの地域資源を活かします。 

・災害などに対する安全性を確保し、安心していきいきと暮らすことができる土地利用を図ります。 

・周辺市町、町内外との盛んな交流を創出し、活気のあるまちづくりを推進します。 

・未活用地や河川空間を有効活用し、効率的で効果的な魅力のある地域を形成します。 
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１－１ 地域福祉の推進 

１－２ 健康づくりの推進 

１－３ 高齢者福祉の推進 

１－４ 障がいのある人の福祉の推進 

１－５ 子育て支援・若者支援の推進 

１－６ 人権尊重社会の実現 

 

２－１ 幼児教育・学校教育の充実 

２－２ 青少年の健全育成 

２－３ 生涯学習の充実 

２－４ スポーツ活動の推進 

２－５ 歴史・文化の継承と活用 

 

５  基本方向  

「“個性”を活かし“調和”を大切にした『豊かさ』と『やすらぎ』のあるまちづくり」

の基本理念を踏まえ、将来像に向けた取り組みを進めるため、以下に、６つの基本方向を定

め、各施策を展開します。 

基本方向１  ぬくもりと元気あふれる思いやりのまち  

誰もが心豊かな生活を送ることができるよう、地域福祉を進めるとともに、健康づくりを

支援し、医療体制の整備に努めます。また、高齢者や障がいのある人に対する支援の充実や、

安心して子育てができる環境の整備、人権意識の醸成等により、ぬくもりと元気あふれる思

いやりのまちをつくります。 

   

 

 

 

基本方向２  未来へ繋ぐ心豊かな人づくりのまち  

今後、地域が持続的に発展し活力を維持していくためには、人材の育成が重要です。将来

を担う子どもの心身の健全な育成を促す環境を整備するとともに、誰もがいつでもどこでも

学び、活動することができる場の充実を図ります。 

また、先人から受け継いだまちの歴史や魅力ある文化の継承とその活用に努め、生涯にわ

たって豊かな人生を送ることのできるまちをつくります。 

   

 

 

医療・福祉・ 

子育て・若者 

人権分野 

教育・文化・ 

スポーツ分野 
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３－１ 地域特性を活かした農業の推進 

３－２ 商工業の振興 

３－３ 観光・イベントの推進 

３－４ コミュニティ活動の充実 

３－５ 活発なまちづくり活動の推進 

４－１ 計画的な土地利用の推進 

４－２ 便利で快適な道路網の整備 

４－３ 公共交通体系の充実 

４－４ 良好な住環境の創出 

４－５ 清潔で快適な環境の整備 

４－６ 循環型社会の構築 

基本方向３  賑わいと活力あふれる創造のまち  

本町では、今後予想される人口減少と相まって消費の縮小をまねき、地域経済への影響が

懸念されます。地域資源を活かした農業・商工業を進め、地域経済活動の活性化を図ります。 

一方、本町は、木曽川という雄大な自然や四季折々の豊かな風景、先人から受け継いでき

た伝統文化など、多くの特徴ある資源を有していることから、それらを活かした観光やイベ

ントの拡充を進めます。 

また、活発にまちづくりを進める豊富な人材をバックアップし、新しい“にぎわい”を創

造し、人と自然が調和した活力あるまちをつくります。 

 

   

 

 

 

 

基本方向４  便利で快適に暮らせるやすらぎのまち  

本町では、ユニバーサルデザインの推進を基本に、自然環境と調和した快適な住環境の整

備、安全な道路をはじめとした交通環境の向上、河川や上下水道の整備などを通じ、便利で

快適な住みよいまちをつくります。 

また、静かで清潔な住空間の整備を進め、新たなリサイクル社会・循環型社会の構築を進

めます。 

 

   

 

 

  

農業・商工業・ 

観光・イベント・ 

まちづくり分野 

都市基盤・公共 

交通・環境・ 

循環型社会分野 
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５－１ 防災対策の推進 

５－２ 消防・救急対策の推進 

５－３ 防犯体制の強化 

５－４ 交通安全対策の推進 

６－１ 住民参加によるまちづくりの推進 

６－２ 気配り行政の推進 

６－３ 効果的な行政運営の推進 

６－４ 健全な財政運営の推進 

６－５ 広域行政への対応 

 

 

基本方向５  安全で安心して暮らせる住みよいまち  

本町では、住民の生命と財産を守るため、災害に備えた体制の強化を図るとともに、これ

まで経験したことのない規模での自然災害の発生などにも備えることにより、住民誰もが日

常生活における不安を感じることなく過ごすことができる、災害に強いまちを構築します。 

また、地域との連携による日常的な防犯対策の充実や交通安全活動の推進など、犯罪や事

故のない安全で安心して暮らせるまちをつくります。 

人との関わりが減少している時代の中、住民が安全で安心して暮らすためには、地域社会

の思いやりや助け合い、つまりこれまで本町が進めてきた道徳の心を育むことが大変重要で

す。 

 

   

 

基本方向６  「官」「民」協働で築き上げる持続可能なまち  

これからの行政は経営者の視点に立ち、大半の事業を行政主導ではなく、内容によっては

民間主導に移行することにより、効率的で健全な財政運営を推進します。 

また、住民参加のまちづくりを推進することにより、住民満足度を的確に把握し、住民の

価値観の多様化に適切に対応し、信頼される行政経営のまちをつくります。 

 

   

 

 

 

 

住民生活分野 

町政運営分野 


